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はじめに 

 

 「協働のまちづくりの基本方向～きょう DO ガイドライン～」（以下、「ガイド

ライン」という。）は、尼崎の特性を生かし、よりよい地域社会、暮らしやすい

まちの実現に向け、市民・行政が一緒になって取り組む指針として、平成１９年

７月に策定しました。策定に当たっては、市民の実際の体験や活動を通じた視点

から協働のまちづくりのあり方を検討するため、市民４５人で構成する「協働研

究会」での議論を経て取りまとめられた「市民からみた協働のまちづくりのあり

方についての提言」（平成１８年９月）を踏まえるなど、多くの市民の参画を経

ました。 

 その後、平成２５年度を開始年度とする「尼崎市総合計画」（前期まちづくり

基本計画）を踏まえつつ、協働の取組をさらに進めていくための視点を追記する

などし、平成２６年３月に改訂を行いました。 

 改訂からこれまでの間に、「尼崎市自治のまちづくり条例」の制定（平成２８

年１０月）や、条例を具現化する取組として、「自治のまちづくりに向けた地域

振興体制の再構築（取組方針）」を策定（平成３０年３月）した上で、地域を支

える新たな体制づくり（平成３１年度）を進めるなど、本市の自治のまちづくり

の促進に関する取組は新たなステージを迎えています。またこの間には、「後期

まちづくり基本計画」も策定（平成２９年１２月）しました。 

この度の改訂に当たっては、こうした動きを踏まえるとともに、協働の取組を

さらに進める上で、行政がその責任や役割をしっかりと果たしていくため、協働

についての理解を一層深めるとともに、具体的な取組につなげていくための「使

える」ガイドラインとして改訂を行うものです。 

令和４年１０月１日  

尼 崎 市  
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（参考）本市協働関連施策のあゆみ 

 

  

大正 5年(1916) 

尼崎市市制 施行 
昭和 41 年(1966) 

   尼崎市民憲章 制定 昭和 45年(1970) 
人口が 55万人を突破  

平成 7 年(1995) 
阪神・淡路大震災     

平成 19 年(2007) 

      協働のまちづくりの基本方向 
～きょう DO ガイドライン～ 策定 平成 21年(2009) 

中核市に移行    

平成 23 年(2011) 
東日本大震災      

平成 25年(2013) 
尼 崎 市 総 合 計 画  
（前期まちづくり基本計画） 平成 26 年(2014) 

     協働のまちづくりの基本方向 
～きょう DO ガイドライン～ 改訂（第二版） 

平成 28 年(2016) 

尼崎市市制 100 周年       平成 28 年(2016) 
     尼崎市自治のまちづくり条例 施行 

平成 30 年(2018) 
尼 崎 市 総 合 計 画 
（後期まちづくり基本計画） 

平成 30 年(2018) 
     自治のまちづくりに向けた地域振興体制の 

再構築（取組方針） 策定 

平成 31 年(2019) 

     新しい地域振興体制のスタート 

・生涯、学習！推進指針 策定 

   ・はたらきガイド 改訂 

   ・生涯学習プラザ及び地域課 設置 

平成 29 年(2017) 
     みんなの尼崎大学 開学 

令和 2 年(2020) 

     ・NPO 活動促進基金 創設 

   ・協働契約 運用開始 

   ・市民提案制度 運用開始 

   ・指定管理者制度を協働施策として運用転換 

平成 13 年(2001) 
尼崎市第 2 次基本計画 
（協働を「重視する視点」「計画 
推進の基本姿勢」として位置づけ） 
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第１章 協働のまちづくりの基本的な考え方 

 

 

 

本市では「協働」を次のように定義しています。(尼崎市自治のまちづくり条例)  

協働の取組は、

ことにつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働とよく似た言葉には、「コラボレーション」「パートナーシップ」など

があります。協働は、多様な主体の連携（コラボレーション）に加え、互い 

の尊重や対等な立場など、主体間の良好な関係性（パートナーシップ） 

にも着目しており、こうしたことが協働による相乗効果 

につながっていきます。 
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例えば、「尼崎市自治のまちづくり条例」において、協働は「自治のまちづ

くりの基本理念」の一つとして定められています。 

 

 

 

  
 

 

     

  

   

 

  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

協働の相乗効果への期待から、官民問わず協働の取組が進んでいます。 

中には「協働だ」という意識なく、ごく当たり前に行われているものも。 

本市では、「総合計画」（市の最上位計画）から個別の制度・事業に至る様々

な段階で積極的に協働の視点を取り入れ、地域課題の解決の促進や、より良い

まちづくりの実現を図っています。 

また、「尼崎市協働推進会議」を設置し、庁内各部署の協働事例及びそこから

得た学びの共有や、協働の取組の検討・実施に当たっての縦割りを超えた議論

などを全庁横断的に行い、協働の推進を図っていきます。 
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協働による相乗効果への期待を高めるには、単に連携するだけでなく、各主体の

間の良好なパートナーシップの形成などが重要です。 

構成員や組織形態、活動目的、意思決定の方法などが異なる様々な主体が協働の

場面に臨む際には、次の「協働の原則」を意識することが大切です。 

 

各主体同士が事前に取組の目的や目標、課題等を理解し共有・共感する 

下請けや従属といった上下の関係でなく、お互いに自由に意見が言えるなど、

パートナーとして対等な関係を保つ 

各主体の独立性や違い、特長を認め、理解することで、互いの特性や知恵を生

かす 

それぞれの主体が、自発性や自主性を尊重し、高めていく方向で取組を進める 

各主体同士が、取組や取組による課題解決を通して影響し合い、互いに変わっ

ていくことを受け入れる意識・姿勢を持つ 

協働関係において、参入機会の公平性、団体選定の過程などの透明性を確保す

る。協働事業の内容や手続き、成果報告、評価など、情報公開に努める 

目的達成や一定の期間ごとに検証・評価を行い、改善や見直しをする 

 

 

 

協働は相乗効果に加えて、それぞれにとってのメリットも期待できます。 
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第２章 協働のツール 

 

 

・市民と共にまちづくりを進めるため、「市民意見聴取プロセス」や「まちづ

くり提案箱」を始めとする広聴制度を運用しています。 

・広聴制度を経ないものでも、行政からの一方的な説明会ではなく、ワークシ

ョップなどの「学びと議論」の手法を活用するなど、積極的に市民意見の聴

取に取り組んでいます。 

 

・市民意見聴取プロセス 

熟度の低い段階と素案を作成した段階の２回に渡って市民の意見を聴き、市

民が参画しやすく、市民の意見を反映させやすい工夫をしています。 

・まちづくり提案箱 

 市ホームページなどから、本市市政に関心があれば誰でも提案ができ、提案

は市長が直接目を通しています。 

 

案件名：

局課名：

施策の目的

課題

施策の策定にあたっての
考え方

意見を聴取する
ポイント

市民意向調査
（ステップ2）
の実施手法

お問い合わせ先

現状・背景

市民意見聴取に係る施策の概要

案件名：○○計画の改定について（〇〇の見直し）

局課名：○○ 【令和　年　月　日公表・更新】

○○審議会

行
政
内
部

計画の改定作
業

　 　

○月 ○月 ○月 ○月

市
民
意
見
の
聴
取
（

☆
）

公表内容
・手段

政策形成プロセス計画書

策定段階

ステップ１
(施策の概要等

の公表）

ステップ２
（市民意向調査及び素案の策定）

ステップ３
（パブリックコメ

ント実施）

ステップ４
（意見を踏まえて最終的な市の案を策定）

ステップ５
（パブリックコ
メント結果公

表）

その後の取組

令和○年○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月○月 ○月

素案の

完成

検討

(1)概要公表 (2)①市民意向

調査
(3)ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｺﾒﾝﾄ募集

案の

完成

政策推進

会議③

(4)結果公表

計画に

沿った

事業推進

市民の方にご意見を
募集するタイミング（１回目）

【熟度が低い段階】

パブリック・lコメント

検討
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市民意見聴取プロセスは、市民参画のツールの一つであり、対象となる施策以

外にも積極的に市民の意見を聴いています。 

パブリックコメント案件概要
案件名：○○計画の改定について（〇〇の見直し）

１．施策の概要

２．施策策定（見直し）に至った背景・問題点など

３．目指す姿・対応策など

４．施策の対象範囲・期間など

５．市民意向調査の概要

６．施策の検討経過
　(1) 素案検討過程での主な論点

　(2) 策定過程で比較検討した複数案の主な項目と反映理由

７．今後のスケジュール

８．添付資料

９．お問い合わせ先

○○○○（素案）に対するパブリックコメント募集結果

№ 寄せられたご意見の概要 件数 市の考え方

1

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1

[意見を反映した（付加）]
　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

2

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

2

[意見を参考とする]
　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○△人の方から、□件の意見をいただきました。
○寄せられたご意見の概要とそれに対する市の考え方は以下のとおりです。

○○○○○○○○○○○○○○○（←項目など）

○○○○○○○○○○○○○○○

【ステップ５】パブリックコメント募集結果
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市民参画を得る中で、市民と行政が学び合いながら、共により良い施策となる

事例もあります。 

 

 

 

 

事業者や市民活動団体の提案を基に、市の事業として委託することや、市と

の協働事業（補助金の交付）、その他様々な手法による協働の取組につなげる

制度です。 

 

・委託事業では、提案者との随意契約が認められています。 

・市と提案者が協議しながら最適な事業内容を作り上げていくため、構想段階

での提案を可としています。 

・事業所管課と提案者の間を丁寧にコーディネートするほか、提案の内容は全

庁的に共有し、全庁横断的な議論につなげます。 

・提案内容は自由ですが、「市の提案テーマ」を設定し、提案のイメージをし

やすくするなどの取組を行っています。 

・包括連携協定や協働契約など、他の様々な協働施策と組み合わせるなど、思

いもしない発展も期待できます。 
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あ ま が さ き の み り ょ く あ っ ぷ 
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尼崎市と様々な協働の取組を行っている主体を中心に、更なる協力関係を築

くものです。 

 

・双方の窓口を一本化し、円滑な連携を確保することで、新たな取組や既存の

取組における連携関係をより広範なものにするなどのメリットがあります。 

・協定を締結する主体間での連携も視野に入れるなど、今後様々な活用が考え

られます。 
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民間事業者のノウハウを生かすとともに、市と指定管理者とのパートナーシ

ップを重視した運用によって、効果的・効率的な公の施設の維持管理運営を

行うものです。 

 

・施設の設置目的を共有することや、モニタリング評価をコミュニケーション

ツールとして築く良好なパートナーシップの下、適正で効果的・効率的な施

設維持管理運営を行います。 

・中でも、市と指定管理者とが互いの強みを出し合って施策目的の達成を図る

施設では、市と指定管理者の協働の取組が見られます。 
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協働の相乗効果を一層高めていく上で重要な「相互理解」や「対等な関係性

の確保」、「役割分担」など、「協働の原則」に基づいた内容を契約書等におい

て明文化し、互いに協働しやすい環境を作っていくものです。 

 

・協働の視点が希薄になりがちな委託事業を中心に、補助金型、負担金型の３

類型を整備し、様々な協働の取組をバックアップします。 

 

・専門性の高い分野や、柔軟な事業実施が求められるような事業において、仕

様書等で細部を規定せず、市と受託者等が協議しながら事業を作り上げてい

くことが求められる事業では、特に力を発揮します。 
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ＮＰＯ法人が行う特定非営利活動事業に共感し、応援を行いたいと思われた市

民や企業等から寄せられた寄付金を、市がＮＰＯ法人に交付します。また、寄

付者は、寄付による税制上の優遇措置を受けることができます。 

  

 

  

  

             

 

  

 

 

 

 

子どもの健全育成を図る活動 環境保全を図る活動 

 

 

福祉の推進を図る活動 

 

 



18 

 

 

 

・コミュニティ・スクール 

コミュニティ・スクールとは、法律に基づき教育委員会により地域の皆さ

んの中から任用された委員が一定の権限を持って学校の運営と学校の運営に

必要な支援について協議する「学校運営協議会」を設置している学校です。 

 

 

 

 

・地域学校協働活動 

地域学校協働活動とは、地域住民、保護者、学生、事業者等の幅広い地域

住民の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるため、学校

と地域が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動です。 

 

 

 

尼崎市の「地域とともにある学校づくり」では 

「Happy Happy な関係づくり」を目指しています！ 
 

「支援してもらえて嬉しい！」「支援することで子どもや学校 

に喜んでもらえて嬉しい！」という気持ちを大切にし、学校と 

地域が「Happy Happy」の関係になることを目指しています。 

 

＊ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認します。 
＊ 学校運営について、教育委員会または校長に意見を述べることができます。 
＊ 教職員の任用に関して教育委員会規則で定める事項について教育委員会に意見を述 

べることができます。（個人に関することは対象となりません。） 

＊ すべての尼崎市立小学校に地域と学校をつなぐ地域学校協働活動推進員（コーディ

ネーター）がいます。学校がお願いした地域の人です。 

 
 

 

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動は、関係者がビジョンを共有し、一体的に

推進することで、学校運営と活動がより効果的に進んでいきます。 

かけっこ教室 裁縫の授業補助 防災の授業 

オータムフェスタ(地域運動会) 里いもの収穫 地域防災 
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おわりに（市の決意表明） 

 

 地域の課題が、複雑化、多様化し、行政または民間だけの取組では解決が難

しくなっている中、協働の取組がますます重要になっています。 

 協働は、行政のコスト削減や、行政が担うべき役割を市民に丸投げするよう

に捉えられることがありますが、尼崎市の協働とは、行政のみ、市民のみでは

なく、各主体の“強み”を生かすことで、課題の解決を図る取組を行うことで

ある、と考えます。 

 例えば、ガイドブックに記載の「市民提案制度」は、いただいたご提案につ

いて、そのままを形にはできない場合もありますが、ご提案の核心を見極め、

どうすれば課題解決を図ることができるのか、そのために、お互いに何ができ

るのかを、一緒に考えていきます。相互理解と対話を大切にし、それでもなお

実現が難しい場合も、行政としての説明責任を果たしていきたいと考えていま

す。 

 そして、行政運営に携わる職員一人ひとりにおいては、今一度、本ガイドブ

ックを活用し、積極的に市民と協働することを意識しながら、各施策に取り組

みます。 

  今後、本ガイドブックが、協働の取組への参画のきっかけとなるとともに、

行政、そして市民一人ひとりの力がまちを動かす大きな力となることを目指

し、ありたいまち、「ひと咲き まち咲き あまがさき」の一助となるよう、市

としましても、たゆみなく取組を進めてまいります。 


